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 第１章 計画策定の趣旨・位置付け 

第１章 計画策定の趣旨・位置付け                  
 
１ 計画策定の趣旨 

 我が国では、平成 7 年の阪神・淡路大震災や、平成 23 年の東日本大震災、度重なる集中豪

雨による水害・土砂災害の発生など、大規模な自然災害に幾度となく見舞われており、そのた

びに長期間にわたる復旧・復興を繰り返してきた。 

 国ではそれらの教訓を踏まえて頻発する大規模自然災害等に備え、事前防災・減災と迅速な

復旧復興に資する施策を、計画的に実施することを目的とした「強くしなやかな国民生活の実

現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法（以下「基本法」という。）」を平成 25

年 12 月に制定し、平成 26 年 6 月には同法に基づいて「国土強靱化基本計画（以下、「基本計

画」という。）」を策定した。また、青森県では「命と暮らしを守る青森県」を目指し、平成 29

年 3 月に「青森県国土強靱化地域計画（以下、「県地域計画」という。）」を策定（令和元年 8 月

追補版）し、国土強靱化基本計画と連携した強靱な地域づくりを推進しているところである。 

 東通村（以下「本村」という。）においても、国、県の動向を踏まえ、国の基本計画、県地域

計画との調和を図りつつ、国や県、民間事業者などの関係者相互の連携のもと、本村の国土強

靭化に関する施策を総合的、計画的に推進する指針として、「東通村国土強靭化地域計画」（以

下「本計画」という。）を策定するものである。 
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 東通村国土強靭化地域計画 

２ 計画の位置付け 

 本計画は、基本法第 13 条に基づく国土強靱化地域計画として策定する。策定に当たっては、

国の基本法、基本計画に基づいて策定された県地域計画との調和を保つものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 計画期間 

 本計画の計画期間は、令和３（2021）年から令和 7（2025）年までの 5 年間とする。 

 なお、計画期間内において、計画の適切な進行管理及び社会経済情勢などの変化の把握に努

め、必要に応じて計画の見直しを行う。 

 
 

  

国 国土強靱化基本計画 

県 青森県国土強靱化地域計画 

東通村 

国土強靱化地域計画 
整合・調和 村総合計画 

国土強靱化に 

関する指針 

 

調和 

調和 

地域防災計画 耐震改修促進計画 
公共施設等 

総合管理計画 など 

分野別計画の 

指針 

 

総合的・計画的な施策の展開 
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 第１章 計画策定の趣旨・位置付け 

４ 計画策定の流れ 

 本計画は、目指すべき目標を明確にしたうえで、設定したリスクシナリオに対して脆弱性の

評価を行うとともに、その結果に基づき対応方策の検討を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

目指すべき将来の地域の姿 

ＳＴＥＰ１ 地域を強靱化する上での目標の明確化 

ＳＴＥＰ２ リスクシナリオ（最悪の事態）、強靱化施策分野の設定 

ＳＴＥＰ３ 脆弱性の分析・評価、課題の検討 

ＳＴＥＰ４ リスクへの対応方策の検討 

ＳＴＥＰ５ 対応方策について重点化、優先順位付け 
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 東通村国土強靭化地域計画 

第２章 基本的な考え方                      
 
１ 基本目標 

 いかなる災害が発生しようとも、以下の４項目を基本目標として、安全・安心な地域・経済

社会の構築に向けた「国土強靱化」を推進する。 

① 人命の保護が最大限図られること 

② 行政及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

③ 住民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

④ 迅速な復旧・復興 

 

２ 基本的な方針 

 
（１）適切な施策の組み合わせ 

① ハード対策とソフト対策を適切に組み合わせること 

② 自助・共助・公助を適切かつ効果的に組み合わせること（自助：自分で自分を助けるこ

と 共助：家族、企業や地域コミュニティで共に助け合うこと 公助：行政による救助・

支援） 

③ 非常時にのみならず平時にも有効活用できる対策とすること 

 
（２）効率的な施策の推進 

① 人口減少等に起因する需要の変化等を踏まえた、効果的で効率的な施策の推進を図るこ

と 

② 国・県の施策、既存の社会資本、民間資金の活用を図ること 

 
（３）地域特性を踏まえた施策の推進 

① 東通村の地域特性や実情を踏まえた施策の推進を図ること 

② 強靭化を推進する担い手が適切に活動できる環境整備に努めること 

③ 女性、高齢者、子供、障害者、外国人等に十分配慮して施策を講じること 

④ 環境との調和及び景観の維持に配慮するとともに、自然との共生を図ること 
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 第３章 地域の特性及び想定するリスク 

第３章 地域の特性及び想定するリスク               
 
１ 地域特性 

（１）自然的特性 

 本村は、青森県の北東端に位置し、北は津軽海峡、東は太平洋に面した南北に細長い村で

あり、西はむつ市、横浜町に、南は六ヶ所村に接している。 

 大部分が山林・原野で、全体的になだらかな丘陵を形成しており、北東部には寒立馬で有

名な尻屋崎がある。気候については、村東側の太平洋の影響で、夏場はヤマセ（偏東風）が

吹き、年平均気温は約１０度前後と冷涼な気候である。また、１２月下旬から翌年３月まで

は降雪があり、氷点下の日が続く。 
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 東通村国土強靭化地域計画 

（２）社会経済基盤 

 【幹線道路（県緊急輸送道路）】 

   幹線道路は国道 338 号が白糠から下田屋へ、村を南から西へ繋ぐ重要な路線として

ある。 

   主要地方道むつ尻屋崎線は、向野から入口、野牛、岩屋を経由し尻屋へと向かう、村

北部の幹線道路である。主要地方道むつ東通線は、国道 279 号むつ市近川から国道 338

号小田野沢へと下北半島を東西に横断する路線となっている。 

   一般県道尻労袰部線、一般県道尻労小田野沢線は、村内東部の幹線道路となっている。 

 

 
 

【バス】 

  路線バス（下北交通株式会社） 

   ・尻屋線、尻労線、泊線、東通庁舎線 

 【港湾】 

   地方漁港 尻屋岬港（避難港、地方港湾） 

 
  

出典： 森県耐震改修促進計画 

国道338号 

（主）むつ東通線 

（一）尻労袰部線 
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 第３章 地域の特性及び想定するリスク 

（３）人口・世帯 

【人口】 

 人口は、2010 年（平成 22 年）から 2015 年（平成 27 年）にかけ、社会減及び自然

減により約 1,６00 人減少しているが、その後は約 500 人程度の人口減少が国立社会保

障・人口問題研究所（グラフ内では「社人研」）により推計されている。また、東通村まち・

ひと・しごと創生人口ビジョン（令和 2 年改訂版）では転入人口の増加、合計特殊出生率

の向上などで 2040 年の人口を 5,790 人と推定している。 

 
                        

【世帯】 

世帯数は、平成 31 年 3 月で 2,836 世帯、令和 2 年 11 月末で 2,819 世帯（住基）

と、最近は横ばいである。 
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0 14歳 15 64歳 65歳以上 社人研推計 村目標

（人）
8042

7252

2285

2671 2623 2710 2578
2819

1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年

世帯数

推計値 実績値 

出典：国勢調査（総務省統計局）より作成 

出典：1995 2015 年国勢調査（総務省統計局）、2020
年は住基より作成 
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 東通村国土強靭化地域計画 

（４）産業・雇用 

 2015 年の就業者数は、第 3 次産業が最も多く、次に第 1 次産業、第 2 次産業とつづ

く。第 3 次産業は就業人口総数が減少している中でも就業者数は増え続け、2015 年には

約半数が第 3 次産業に就いている。第 1 次産業の就業者数はほぼ横ばいで推移し、就業人

口に占める割合は増加している。 

 

 第１次産業：農業・林業・漁業 

 第２次産業：工業・採石業・砂利採取業・建設業・製造業 

 第３次産業：上記以外の産業のうち、分類不能の産業を除いたもの 

 

 
 
  

0
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3500
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2 0 0 0年 2 0 0 5年 2 0 1 0年 2 0 1 5年

就
業
人
口

産業別就業人口

第3次産業
第2次産業
第1次産業

年

産業分類 就業人口 割合(%) 就業人口 割合(%) 就業人口 割合(%) 就業人口 割合(%)

第1次産業 970      24.4% 1,156    29.8% 956      26.6% 960      27.7%

第2次産業 1,615    40.6% 1,171    30.2% 1,043    29.0% 854      24.6%

第3次産業 1,394    35.0% 1,546    39.9% 1,600    44.5% 1,652    47.7%

合計 3,979    3,873    3,599    3,466    

2000年 2005年 2010年 2015年

出典：国勢調査 

(人) 
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 第３章 地域の特性及び想定するリスク 

２ 想定するリスクとして設定する大規模自然災害 

（１）地震・津波 

○これまでの主な地震・津波被害 

 これまでの地震・津波による被害は、太平洋側の地震により発生している。昭和 43 年

の十勝沖地震では大きな被害を生じ、死者がでている。また、平成 23 年の東日本大震災

では津波の被害が生じている。 

発生年月日及び種類 災害概要 

昭和 43 年 5 月 16 日 
十勝沖地震 

マグニチュード 7.9 震度 5：むつ 
村内全域にわたり、家屋の倒壊、土砂崩れ、交通の途絶等が発生し、
また早掛沼他の各溜池が決壊した。その他農林漁業関係、公共施設、
道路等にも甚大な被害を受けた。 
死者１名、重傷者１名、被害総額 319,230 千円 

平成 23 年 3 月 11 日 
東北地方太平洋沖地震 

マグニチュード 9.0 震度 5：小田野沢 
津波により、漁港施設浸水、漁船沈没、自動車流出の被害が発生し
た。村内全域が電源喪失した。 
被害総額 280,268 千円 

出典：気象庁ＨＰ観測・解析データ、東通村地域防災計画より作成 
 
○青森県地震・津波被害想定調査 

 県では、平成 24 年度から平成 25 年度および平成 27 年度に青森県周辺で発生し得る

最大級の地震による被害想定調査を実施している。村においては、太平洋側海溝型地震に

より、死者数 390 人を超える大きな被害が発生することが予測されていることから、今後

このような地震・津波が起こる可能性があることを想定し、減災・防災対策に取り組むこ

とが重要である。 

名称 
（調査年度） 

太平洋側海溝型地震 
（H24・25） 

日本海側海溝型地震 
（H27) 

内陸直下型地震 
（H24・25) 

Mw 9.0 7.9 6.7 

考え方 

 昭和 43 年十勝沖地震及
び平成 23 年東北地方太平
洋沖地震の震源域を考慮
し、 森県にもっとも 
きな地震・津波の被害を
もたらす震源モデルを設
定 

「日本海における大規模地
震に関する調査検討会（国土
交通省）」で設定された震源
モデルのうち、「平成 26 年度
津波浸 想定調査（ 森県）」
において採用した 4 つの断層
を震源モデルとして設定 

「 森湾 岸断層帯の活動
性及び活動履歴調査（産業
総合研究［2009］」により入
内断層北に海底活断層が推
定されたことから、震源モ
デルを設定 

想定被害 
の概要 

震度最大 7 
死者数 約 25,000 人 

最大震度 6 強 
死者数 約 6,900 人 

最大震度 7 
死者数 約 2,900 人 

出典： 森県国 強靱化地域計画 
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 東通村国土強靭化地域計画 

被害想定（太平洋側海溝型地震（H24・25）） 
 人的被害（人） 建物被害（棟） 避難者数（人） 

（1 日後） 死者数 負傷者数 全壊棟数 半壊棟数 
東通村 390 60 710 550 2,600 

出典： 森県地震・津波被害想定調査（太平洋側海溝型地震） 

 
 
 
（２）風水害 

 台風や大雨・暴風による住家の浸水、損壊、土砂災害等がたびたび発生している。村内で

は、気象統計には記録されない突風により家屋の損壊が確認されている。雨による被害では、

昭和 48 年 9 月の総雨量 460mm、平成 13 年 9 月の総雨量 234mm で多大な被害が生じ

ているほか、総雨量が 150mm を超えた場合は被害が発生している。 

発生年月日 種別 被害の概要 
昭和 48 年 9 月 23 日
 24 日 

豪雨 ９月 25 日９時までの雨量砂子又 460 ㎜を記録。この大雨により
 名部川の堤防数か所におよび決壊氾濫し 家、農地、橋梁等に
甚大な被害を受けた。 
全壊７棟、半壊 23 棟、床上浸水 76 棟 
被害総額 556,735 千円 

平成 2 年 10 月 26 日
 27 日 

暴風雨 低気圧による暴風雨被害。総雨量 166 ㎜ 
床上浸水２棟、床下浸水４棟、建物一部損壊９棟 

平成 13 年 9 月 11 日 豪雨 台風 15 号 総雨量 234 ㎜ 
床上浸水３棟、床下浸水 21 棟、がけ崩れ２か所、土砂崩れ８か
所、道路損壊１か所 

出典：平成 24・25 年度 森県地震・津波被害想定調査 
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平成 14 年 7 月 11 日 豪雨 台風６号 総雨量 151 ㎜ 
床上浸水１棟、床下浸水１棟、道路冠水６か所、土砂崩れ１箇所、
河川増水１か所 

平成 26 年 10 月 16 日 突風 小田野沢にて突風被害 
住家 半壊１棟、一部破損７棟 
非住家 全壊５棟、半壊４棟、非住家一部破損 15 棟 

出典：地域防災計画より抜粋作成 
〇田名部川洪水浸水想定区域図【想定最大規模】 

 県で公表している田名部川洪水浸水想定区域では、指定の前提となる降雨が流域の 24 時間

雨量 431mm としている。昭和 48 年には同規模の降雨が確認されていることから、流域で

は洪水に対する備えが必要である。 

 
 
（３）豪雪災害 

 村内は比較的降雪が少なく気候もゆるやかな地域であるが、東よりの風に伴う降雪の場合

は交通が途絶することがあるなど、住民生活に影響を及ぼしており、災害時に地域交通ネッ

トワークが分断する事態が起きないよう対策が必要である。 

発生年月日 種別 被害の概要 
昭和 52 年 2 月 13 日
 15 日 

大雪 積雪量 むつ測候所観測 168 ㎝ 
13 日から風雪が激しくところにより吹き溜りが発生し、電気、
電信電話、交通の途絶等が続出したため災害救助法適用。 

平成 26 年 2 月 15 日 大雪 船舶転覆１隻 
 

出典： 森県県 整備部河川砂防課公表資料 



 

- 12 - 

 東通村国土強靭化地域計画 

第４章 脆弱性評価                         
 
１ 脆弱性評価の考え方 

 大規模自然災害等による被害を回避するための対策（施策）や、社会経済システムの現状の

どこに問題があるかについて把握するため、「脆弱性評価」を行った。 

 

○脆弱性評価の実施手順 

① 対象とする大規模自然災害等に対して、事前に備えるべき目標を設定 

② 目標の妨げとなる事態として、起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）32 項目

を設定 

③ 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策を抽出し、その

達成度や進捗を把握し、現状の脆弱性を総合的に分析・評価 

・現状で把握できるデータや施策の進捗状況等を踏まえて分析・評価を行った。 

・施策の達成度を示す「重要業績評価指標（KPI）」を参考値として活用した。 

 
２ 事前に備えるべき目標 

 基本目標を達成するために必要となる、「事前に備えるべき目標」を次のとおり設定した。 

 

いかなる大規模自然災害等が発生しようとも 

① 人命の保護が最大限図られること 

② 救助・救急、医療活動等が迅速に行われること 

③ 必要不可欠な行政機能と情報通信機能を確保すること 

④ 経済活動を機能不全に陥らせないこと 

⑤ 必要最低限のライフライン等を確保するとともに、これらの早期復旧を図ること 

⑥ 重大な二次災害を発生させないこと 

⑦ 地域社会・経済が迅速に再建・回復できる条件を整備すること 
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 第４章 脆弱性評価 

３ 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ） 

 起きてはならない最悪の事態は７つの事前に備えるべき目標と３２の起きてはならない最悪の

事態（リスクシナリオ）を設定する。 

 

事前に備える 
べき目標 

起きてはならない最悪の事態 
（リスクシナリオ） 

１人命の保護が最
大限図られるこ
と 

1-1 地震等による建築物の倒壊や住宅密集地における火災による死傷者の発生 

1-2 大規模津波等による多数の死傷者の発生 

1-3 異常気象等による広域的かつ 期的な市街地の浸  

1-4 土砂災害等による多数の死傷者の発生 

1-5 暴風雪や豪雪による重大事故や交通途絶等に伴う多数の死傷者の発生 

1-6 情報伝達の不備、 痺、 期停 や防災意識の低さ等による避難 動の遅れ
等に伴う多数の死傷者の発生 

２救助・救急、医療
活動等が迅速に
行われること 

2-1 被災地での 料・飲料 等、 命に関わる物資供給の 期停  

2-2 多数かつ 期にわたる孤 集落等の同時発  

2-3 自衛隊、警察、消防、海保等の被災等により救助・救急活動等が実施できな
い事態 

2-4 救助・救急、医療活動のためのエネルギー供給の 期途絶 

2-5 想定を超える 量かつ 期の帰宅困難者（県外からの来訪客等）への ・ 
料等の供給不足 

2-6 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶による医療機能
の麻痺 

2-7 被災地における疫病・感染症等の大規模発生 

３必要不可欠な行
政機能と情報通
信機能を確保す
ること 

3-1 行政機関の職員・施設等の被災による行政機能の大幅な低下 

3-2 電 供給停 等による情報通信の 痺・ 期停  
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 東通村国土強靭化地域計画 

事前に備える 
べき目標 

起きてはならない最悪の事態 
（リスクシナリオ） 

４経済活動を機能
不全に陥らせな
いこと 

4-1 サプライチェーンの寸断等による経済活動の停滞 

4-2 社会経済活動、サプライチェーンの維持に必要なエネルギー供給の停止 

4-3 基幹的交通ネットワーク（陸上・海上）の機能停止 

4-4 食料等の安定供給の停滞 

５必要最低限のラ
イフライン等を
確保するととも
に、これらの早
期復旧を図るこ
と 

5-1 電気・ 油・ガス等のエネルギー供給機能の 期停  

5-2 上 道等の 期間にわたる機能停  

5-3 汚 処理施設等の 期間にわたる機能停  

5-4 地域交通ネットワークが分断する事態 

６重大な二次災害
を発生させない
こと 

6-1 ため池、防災施設、天然ダム等の損壊・機能不全による二次災害の発生 

6-2 有害物質の大規模流出・拡散 

6-3 原子力施設からの放射性物質の放出 

6-4 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

6-5 風評被害等による地域経済等への甚大な影響 

７地域社会・経済
が迅速に再建・
回復できる条件
を整備すること 

7-1 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事
態 

7-2 道路啓開等の復旧・復興を担う人材等の不足により復旧・復興が大幅に遅れ
る事態 

7-3 地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が大幅に遅れる事
態 

7-4 幹線道路等の基幹インフラの損壊により復旧・復興が大幅に遅れる事態 
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 第４章 脆弱性評価 

４ 評価結果の概要 

 脆弱性評価結果の概要は以下のとおりである。 

 
事前に 

備えるべき目標 
起きてはならない 

最悪の事態 
（リスクシナリオ） 

脆弱性評価（強靱化に向けての課題）の概要 

目標１ 
人命の保護が最
大限図られるこ
と 

1-1 
地震等による建築物
の倒壊や住宅密集地
における火災による
死傷者の発生 

○住宅・診療所等の耐震化が必要 
○社会福祉施設等の老朽化対策が必要 
○建築物等からの二次災害防止対策が必要 
○公共建築物・インフラ施設等の統廃合も含めた中 期的な

管理計画の検討が必要 
○港湾・漁港施設の耐震化・老朽化対策が必要 
○幹線街路の整備が必要 
○避難路・緊急輸送道路(以外)の機能強化・老朽化対策が必要 
○村管理農道・林道の機能保全・老朽化対策が必要 
○空き家対策が必要 
○住宅用火災警報器の設置率の向上が必要 
○消防設備・装備の拡充や、他地域の消防本部との連携強化等

による消防力の強化が必要 
○消防団の人材確保・安全確保が必要 
○指定避難所・指定緊急避難場所の確保・充実が必要 
○福祉避難所の拡充が必要 
○避難行動要支援者に対しての支援体制の確立が必要 
○福祉施設・学校等の安全対策が必要 
○自主防災組織の活性化が必要 
○防災公共・防災訓練の推進、防災意識の啓発が必要 

1-2 
大規模津波等による
多数の死傷者の発生 

○津波防災施設の整備が必要 
○海岸陸閘の管理体制の強化が必要 
○河川関連施設の耐震化・老朽化対策が必要 
○定期的な津波避難計画や津波ハザードマップの改訂が必要 

1-3 
異常気象等による広
域的かつ 期的な市
街地の浸水や河川の
大規模氾濫 

○河川改修等の治水対策が必要 
○内水危険箇所の被害防止対策が必要 
○ため池・調整池施設の耐震化・老朽化対策が必要 
○農業水利施設の防災対策・老朽化対策が必要 
○海岸保全施設の整備が必要 
○洪水・内水ハザードマップの作成が必要 
○高潮浸水想定区域の指定が必要 
○避難勧告等発令体制の整備・発令基準の見直しが必要 
○住 等への情報伝達 段の多様化が必要 
○県・村・防災関係機関における情報伝達システムの定期的な

保守管理が必要 
○水防災意識社会再構築ビジョンの推進が必要 

1-4 
火山噴火や土砂災害
等による多数の死傷
者の発生のみならず、
後年度にわたり県土
の脆弱性が高まる事
態 

○土砂災害ハザードマップの周知促進、及び随時修正が必要 
○避難勧告等の発令基準や伝達方法等についての随時見直

し、及び自主避難のための情報提供が必要 
○砂防関係施設の整備・老朽化対策が必要 
○農山村地域における治山施設や地すべり防止施設、農業水

利施設等の整備が必要 
○情報通信利用環境の強化が必要 
○土砂災害に対する防災意識の啓発が必要 
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 東通村国土強靭化地域計画 

事前に 
備えるべき目標 

起きてはならない 
最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
脆弱性評価（強靱化に向けての課題）の概要 

目標１ 
人命の保護が最
大限図られるこ
と 

1-5 
暴風雪や豪雪による
重大事故や交通途絶
等に伴う多数の死傷
者の発生 

○防雪施設の整備が必要 
○除排雪体制の強化が必要 
○立往生車両の未然防止が必要 
○代替交通手段の確保が必要 
○冬季の防災意識の啓発が必要 

1-6 
情報伝達の不備、麻
痺、 期停 や防災意
識の低さ等による避
難行動の遅れ等に伴
う 多数の死傷者の発
生 

○障碍者等に対するＩＣＴ利活用支援、避難情報伝達システ
ムが必要 

○外国人観光客等に対する防災情報提供体制の強化が必要 
○防災情報の入手に関する普及啓発が必要 
○防災教育の推進、学校防災体制の確立が必要 

目標２ 
救助・救急、医療
活動等が迅速に
行われること 

2-1 
被災地での食料・飲料
水等、生命に関わる物
資供給の 期停  

○非常物資の備蓄が必要 
○災害発生時の物流インフラの確保が必要 
○避難所等への燃料供給の確保が必要 
○災害応援の円滑な受入体制の強化が必要 
○要配慮者(難病疾患等)への医療的支援が必要 
○災害用医薬品等の確保が必要 
○水道施設の耐震化・老朽化対策及び応急対策が必要 
○応急給水資機材の整備が必要 
○食糧生産体制の強化が必要 
○農業・水産施設の老朽化対策が必要 

2-2 
多数かつ 期にわた
る孤立集落等の同時
発生 

○集落の孤立防止対策及び孤立集落発生時の支援体制の確保
が必要 

○代替交通手段・代替輸送手段の確保が必要 
○防災ヘリの運航確保が必要 

2-3 
自衛隊、警察、消防、
海保等の被災等によ
り救助・救急活動等が
実施できない事態 

○災害対策本部機能の強化が必要 
○防災関係機関との連携強化や救助活動の体制強化が必要 
○総合防災訓練・図上訓練の実施が必要 
○救急・救助活動等の体制強化が必要 

2-4 
救助・救急、医療活動
のためのエネルギー
供給の 期途絶 

○緊急車両や医療施設への燃料供給の確保が必要 

2-5 
想定を超える大量か
つ 期の帰宅困難者
（県外からの来訪客
等）への水・食料等の 
供給不足 

○観光客等に対する広域避難の強化が必要 

2-6 
医療施設及び関係者
の絶対的不足・被災、
支援ルートの途絶に
よる医療機能の麻痺 

○災害時医療の連携体制の強化が必要 
○避難所外避難者の対策が必要 
○要配慮者等への支援が必要 
○避難 活における中 期的な のケア・健康管理・男 のニ

ーズへの配慮を行う体制の構築が必要 
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 第４章 脆弱性評価 

事前に 
備えるべき目標 

起きてはならない 
最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
脆弱性評価（強靱化に向けての課題）の概要 

目標２ 
救助・救急、医療
活動等が迅速に
行われること 

2-7 
被災地における疫病・
感染症等の大規模発
生 

○避難所における衛生環境維持のための体制構築が必要 
○予防接種の促進や、新型コロナウイルスその他の感染症に

対応した避難所運営体制の構築が必要 
○下水道施設・漁業集落排水施設等の耐震化・老朽化対策が必

要 
○下水道事業の業務継続計画の策定が必要 

目標３ 
必要不可欠な行
政機能と情報通
信機能を確保す
ること 

3-1 
行政機関の職員・施設
等の被災による行政
機能の大幅な低下 

○代替庁舎の確保及び災害警備本部機能移転訓練の実施が必
要 

○行政施設の非常用電源の整備が必要 
○行政情報通信基盤の耐災害性の強化が必要 
○広域連携体制の構築が必要 

3-2 
電力供給停止等によ
る情報通信の 痺・ 
期停止 

○電気通信・放送事業者、電力・ガス供給事業者の災害予防措
置が必要 

目標４ 
経済活動を機能
不全に陥らせな
いこと 

4-1 
サプライチェーンの
寸断等による経済活
動の停滞 

○企業の業務継続計画作成の促進が必要 
○農林水産物の移出・流通対策が必要 
○輸送ルートの代替性の確保が必要 

4-2 
社会経済活動、サプラ
イチェーンの維持に
必要なエネルギー供
給の停止 

○石油元売会社からの供給確保が必要 

4-3 
基幹的交通ネットワ
ーク（陸上・海上）の
機能停止 

○基幹的道路交通ネットワークの形成が必要 

4-4 
食料等の安定供給の
停滞 

○農作物生産に必要な施設・機械等の整備対策が必要 
○多様なニーズに対応した県産食料品づくり及びその供給を

支える人づくりが必要 
○農業・水産施設の老朽化対策が必要 

目標５ 
必要最低限のラ
イフライン等を
確保するととも
に、これらの早
期復旧を図るこ
と 

5-1 
電気・石油・ガス等の
エネルギー供給機能
の 期停  

○再生可能エネルギーの導入促進が必要 

5-2 
上 道等の 期間にわ
たる機能停止 

○水道事業者の業務継続計画の策定が必要 

5-3 
汚 処理施設等の 期
間にわたる機能停止 

○漁業集落排水施設等の業務継続計画の見直しが必要 
○避難所におけるトイレ機能の確保が必要 

5-4 
地域交通ネットワー
クが分断する事態 

○地域公共交通の確保が必要 
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 東通村国土強靭化地域計画 

 
事前に 

備えるべき目標 
起きてはならない 

最悪の事態 
（リスクシナリオ） 

脆弱性評価（強靱化に向けての課題）の概要 

目標６ 
重大な二次災害
を発生させない
こと 

6-1 
ため池、防災施設、天
然ダム等の損壊・機能
不全による二次災害
の発生 

○ため池ハザードマップの随時見直しが必要 
○砂防関係施設の整備・老朽化対策が必要 

6-2 
有害物質の大規模流
出・拡散 

○大気中への有害物質の飛散防止対策が必要 

6-3 
原子力施設からの放
射性物質の放出 

○原子力施設の安全対策及び災害時の防災対策が必要 

6-4 
農地・森林等の荒廃に
よる被害の拡大 

○森林の計画的な保全管理が必要 
○森林整備事業等の森林所有者への普及啓発活動が必要 

6-5 
風評被害等による地
域経済等への甚大な
影響 

○正確かつ速やかな情報発信を行う体制の構築が必要 

目標７ 
地域社会・経済
が迅速に再建・
回復できる条件
を整備すること 

7-1 
大量に発生する災害
廃棄物の処理の停滞
により復旧・復興が大
幅に遅れる事態 

○災害廃棄物処理計画の策定及び処理に関する連携の強化が
必要 

○家庭系災害廃棄物や農林水産業に係る災害廃棄物等の処理
に関連する事業者・団体との連携体制の強化が必要 

7-2 
道路啓開等の復旧・復
興を担う人材等の不
足により復旧・復興が
大幅に遅れる事態 

○防災ボランティアの育成及び受入態勢の構築が必要 
○農林水産業の担い手育成・確保が必要 

7-3 
地域コミュニティの
崩壊、治安の悪化等に
より復旧・復興が大幅
に遅れる事態 

○地域コミュニティ力の強化が必要 
○農山漁村の活性化が必要 

7-4 
幹線道路等の基幹イ
ンフラの損壊により
復旧・復興が大幅に遅
れる事態 

○緊急輸送道路等の機能強化・老朽化対策 
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第５章 強靱化の推進方針                     
 
１ 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）ごとの対応方策（概要） 

 前節の脆弱性評価（強靱化に向けての課題）の結果を踏まえた本計画における強靱化の推進

方針は以下のとおりである。 

 なお、強靱化の推進方針の詳細は別紙「附属資料」に取りまとめている。 

・対応方策一覧 

目標１ 人命の保護が最大限図られること 
リスクシナリオ 
 １ １ 地震等による建築物の倒壊や住宅密集地における火災による死傷者の発生 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 地震等による建築物の倒壊や住宅密集地における火災による死傷者の発生を防ぐため、建築物等
の耐震化や 朽化対策の推進、幹線道路や緊急輸送道路等の整備・機能強化を図るとともに、住 
の避難場所の確保や避難行動要支援者の支援体制構築、消防団の充実、自主防災組織の設立・活性
化支援等、空き家対策、地域防災力の向上を図る。 
【住宅・病院・学校等の耐震化】 

1.住宅の耐震化、2.大規模建築物の耐震化、
3.公営住宅の耐震化・老朽化対策、4.病院施
設の耐震化、5.社会福祉施設等の耐震化、6.
公立学校施設等の耐震化・老朽化対策、7.建
築物等からの二次災害防止対策、8.ブロック
塀等の安全対策、9.学校施設等の非構造部材
の耐震化、10.文化財の防災対策の推進 

【公共建築物・防災施設等の耐震化・老朽化対策】 
11.公共建築物・インフラ施設の耐震化・老
朽化対策、12. 役場庁舎、消防本部等の耐震
化・老朽化対策、13.港湾・漁港施設の耐震
化・老朽化対策、14. ため池・調整池施設の
耐震化・老朽化対策 

【市街地の防災対策】 
15.幹線街路の整備 

【道路施設の防災対策】 
16.緊急輸送道路の機能強化・老朽化対策、
17.緊急輸送道路以外の道路の機能強化・老
朽化対策、18.村管理農道・林道の機能保
全・老朽化対策 
 

【空き家対策】 
19.空き家対策 

【防火対策・消防力強化】 
20.防火対策、21.消防力の強化、22.消防団
の充実 

【避難所の指定・確保】 
23.指定緊急避難所及び指定避難所の指定、
24.福祉避難所の指定・協定締結、25.防災
公共の推進、26.福祉施設・学校施設等の安
全対策 

【避難行動支援】 
27.避難行動要支援者名簿の作成、28.避難
行動要支援者名簿の活用 

【防災意識の啓発・地域防災力の向上】 
29.自主防災組織の設立・活性化支援、30.
防災意識の啓発、31.防災訓練の推進、32.
地区防災計画策定の推進 
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リスクシナリオ 
 １ ２ 大規模津波等による多数の死傷者の発生 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 大規模津波等による多数の死傷者の発生を防ぐため、津波防災施設等の整備や老朽化対策を推進
するとともに、警戒・避難体制の整備や住 の避難場所の確保、避難行動要支援者の支援体制の強
化、救助活動を実施する消防力の向上、ハザードマップによる住 の防災意識の向上を図る。 
【津波防災施設の整備】 

1.津波防災施設の整備（県）、2.海岸陸閘の管
理体制の強化（県） 

【河川・海岸施設の耐震化・老朽化対策】 
3.河川関連施設の耐震化・老朽化対策（県） 

【警戒避難体制の整備】 
4.津波ハザードマップ及び津波避難計画の
改訂、5.漁船避難ルールづくりの促進 

【避難所の指定・確保】 
6.指定緊急避難所及び指定避難所の指定（再
掲）、7.福祉避難所の指定・協定締結（再掲） 

【避難場所の指定・確保】 
8.防災公共の推進（再掲）、9.福祉施設・学校
施設等の安全対策（再掲） 

【避難行動支援】 
10.避難行動要支援者名簿の作成（再掲）、11.
避難行動要支援者名簿の活用（再掲） 

【消防力の強化】 
12.消防力の強化（再掲）、13.消防団の充実
（再掲）、14.消防団員の安全確保 

【防災意識の啓発・地域防災力の向上】 
15.自主防災組織の設立・活性化支援（再掲）、
16. 防災意識の啓発（再掲）、17. 防災訓練の
推進（再掲）、18. 地区防災計画策定の推進
（再掲） 

【津波防災地域づくりの推進】 
19.津波防災地域づくりの推進 

 ※（再掲）：全て 1-1 より再掲 
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リスクシナリオ 
 １ ３ 異常気象等による広域的かつ 期的な市街地の浸 や河川の 規模氾濫 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 広域的かつ 期的な市街地等の浸 や河川の 規模氾濫による被害の発 を防ぐため、河川・ダ
ム施設・ため池等の防災対策の推進、警戒・避難体制の整備や住 の避難場所の確保、救助活動を実
施する消防力の向上、ハザードマップによる防災意識の向上等を図る。 
【河川改修等の治水対策】 

1.河川改修等の治水対策 
【河川・ダム施設等の防災対策】 

2.河川関連施設の耐震化・老朽化対策（1-2
より再掲）、3.内水危険箇所の被害防止対策、
4.ため池・調整池の防災対策、5.農業水利施
設の防災対策・老朽化対策、6.海岸保全施設
の整備（県） 

【警戒避難体制の整備】 
7.洪水ハザードマップの作成、8.内水ハザー
ドマップの作成、9.避難勧告等発令体制の整
備、10.避難勧告等の発令基準の見直し、11.
住 等への情報伝達 段の多様化、12.県・
村・防災関係機関における情報伝達 

【避難場所の指定・確保】 
13.指定緊急避難所及び指定避難所の指定
（再掲）、14.福祉避難所の指定・協定締結（再
掲）、15.防災公共の推進（再掲）、16.福祉施
設・学校施設等の安全対策（再掲） 

【避難行動支援】 
17.避難行動要支援者名簿の作成（再掲）、18.
避難行動要支援者名簿の活用（再掲） 

【消防力の強化】 
19.消防力の強化（再掲）、20.消防団の充実
（再掲） 

【防災意識の啓発・地域防災力の向上】 
21.水防災意識社会再構築ビジョンの取組、
22.防災意識の啓発（再掲）、23.地区防災計画
策定の推進（再掲）、24.水防団の充実強化
（県） 

 ※（再掲）： 1-1 より再掲 
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リスクシナリオ 
 １ ４ 土砂災害等による多数の死傷者の発生のみならず、後年度にわたり県土の脆弱性が

高まる事態 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 土砂災害等による多数の死傷者の発生及び県土の脆弱性が高まる事態を防ぐため、警戒避難体制
の整備を推進するとともに、ハザードマップによる住 の防災意識の向上等を図る。 
【警戒避難体制の整備（土砂災害）】 

1.土砂災害ハザードマップの作成・公表、2.
避難勧告等発令及び自主避難のための情報
提供 

【土砂災害対策施設の整備・老朽化対策】 
3.砂防関係施設の整備（県）、4.砂防関係施設
の老朽化対策（県） 

【農山村地域における防災対策】 
5.農山村地域における防災対策、6.ため池・
調整池の防災対策（1-3 より再掲） 

【避難場所の指定・確保】 
7.指定緊急避難所及び指定避難所の指定（再
掲）、8.福祉避難所の指定・協定締結（再掲）、
9.防災公共の推進（再掲）、10.福祉施設・学
校施設等の安全対策（再掲）、11.情報通信利
用環境の強化 

【避難行動支援】 
12.避難行動要支援者名簿の作成（再掲）、13.
避難行動要支援者名簿の活用（再掲） 

【消防力の強化】 
14.消防力の強化（再掲）、15.消防団の充実
（再掲） 

【防災意識の啓発・地域防災力の向上】 
16.土砂災害に対する防災意識の啓発、17.自
主防災組織の設立・活性化支援（再掲） 

 ※（再掲）： 1-1 より再掲 
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リスクシナリオ 
 １ ５ 暴風雪や豪雪による重大事故や交通途絶等に伴う多数の死傷者の発生 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 暴風雪や豪雪による重大事故や交通途絶等に伴う多数の死傷者の発生を防ぐため、防雪施設の整
備や除排雪体制の強化や、代替え交通手段の確保を推進するとともに、広報・ホームページによる
冬季の防災意識の啓発を図る。 
【防雪施設の整備】 

1.防雪施設の整備 
【道路交通の確保】 

2.除排雪体制の強化、3.立往生車両の未然防
止 

【代替交通手段の確保】 
4.代替交通手段の確保 

【情報通信の確保】 
5.情報通信利用環境の強化（1-4 より再掲） 

【防災意識の啓発・地域防災力の向上】 
6.冬季の防災意識の啓発 

 
 

リスクシナリオ 
 １ ６ 情報伝達の不備、 痺、 期停 や防災意識の低さ等による避難 動の遅れ等に伴
う 多数の死傷者の発生 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 情報伝達の不備等に起因した避難行動の遅れ等による多数の死傷者の発生を防ぐため、行政機関
における情報連絡体制や住 等への情報提供手段の強化を推進するとともに、住 の防災意識の向
上や防災教育の推進等を図る。 
【行政情報連絡体制の強化】 

1. 県・村・防災関係機関における情報伝達
（1-3 より再掲） 

【住 等への情報伝達の強化】 
2.住 等への情報伝達 段の多様化（1-3 よ
り再掲）、3.情報通信利用環境の強化（1-4 よ
り再掲）、4.障害者等に対するＩＣＴ利活用
支援（県）、5.障害者等に対する避難情報伝
達、6.外国人観光客等に対する防災情報提供
体制の強化 

【防災意識の啓発・地域防災力の向上】 
7.防災意識の啓発（再掲）、8.防災情報の入手
に関する普及啓発、9.地区防災計画策定の推
進（再掲） 

【防災教育の推進・学校防災体制の確立】 
10.防災教育の推進、11.学校防災体制の確立 

 ※（再掲）： 1-1 より再掲 
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目標２ 救助・救急、医療活動等が迅速に行われること 

リスクシナリオ 
 ２ １ 被災地での 料・飲料 等、 命に関わる物資供給の 期停  
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 被災地での 料・飲料 等、 命に関わる物資供給の 期停 を防ぐため、 援物資等の供給体
制の確保や水道施設・物流関連施設の防災対策の推進を図る。 
【支援物資等の供給体制の確保】 

1.非常物資の備蓄、2.災害発生時の物流イン
フラの確保、3.石油燃料供給の確保、4.避難
所等への燃料供給の確保、5.避難所における
水等の確保、6.災害応援の受入態勢の構築、
7.救援物資等の受援体制の構築、8.要配慮者
（難病疾患等）への医療的支援、9.災害用医
薬品等の確保 

【水道施設の防災対策】 
10.水道施設の耐震化・老朽化対策、11.応急
給水資機材の整備、12.水道施設の応急対策 

【道路施設の防災対策】 
13.緊急輸送道路の機能強化・老朽化対策（再
掲）、14.緊急輸送道路以外の道路の機能強
化・老朽化対策（再掲）、15.村管理農道・林
道の機能保全・老朽化対策（再掲）、16. 道
路における障害物の除去 

【港湾・漁港施設の防災対策】 
17.港湾・漁港施設の耐震化・老朽化対策（再
掲） 

【食料生産体制の強化】 
18.食料生産体制の強化、19.農業・水産施設
の老朽化対策 

 ※（再掲）： 1-1 より再掲 
 

リスクシナリオ 
 ２ ２ 多数かつ 期にわたる孤 集落等の同時発  
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 多数かつ 期にわたる孤 集落等の同時発 を防ぐため、孤 するおそれのある集落への 援体
制の構築や、代替え交通・輸送手段の確保、道路施設の防災対策を図る。 
【集落の孤立防止対策】 

1.集落の孤立防止対策 
【孤立集落発生時の支援体制の構築】 

2.孤立集落発生時の支援体制の確保 
【代替交通・輸送手段の確保】 

3.代替交通手段の確保、4.代替輸送手段の確
保（1-5 より再掲） 

【防災ヘリコプターの運航の確保】 
5.防災ヘリコプターの連携体制の確立（県）、
6.防災ヘリコプター等の活動の確保（県） 

【情報通信の確保】 
7.情報通信利用環境の強化（1-4 より再掲） 

【道路施設の防災対策】 
8.緊急輸送道路の機能強化・老朽化対策（再
掲）等、12.復旧作業等に係る技術者等の確
保（県） 

 ※（再掲）： 1-1 より再掲 
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リスクシナリオ 
 ２ ３ 自衛隊、警察、消防、海保等の被災等により救助・救急活動等が実施できない事態 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 自衛隊、警察、海保等の被災により救助・救急活動等が実施できない事態を防ぐため、防災関連施
設や公共施設の耐震化・老朽化対策の推進、防災関係機関の連携強化、災害応援・救援物資等の受入
体制の確保、防災訓練の推進や自主防災組織の活性化による地域防災力の向上等を図る。 
【防災関連施設の耐震化・老朽化対策】 

1.役場庁舎、消防本部等の耐震化・老朽化対
策（再掲） 

【災害警備本部機能の強化】 
2.災害対策本部機能の強化 

【関係機関の連携強化・防災訓練の推進】 
3.災害発生時の緊急消防援助隊の連携強化、
4.防災航空隊への航空支援、5.医療従事者確
保に係る連携体制、6.総合防災訓練の実施、
7.図上訓練の実施 
 

【救急・救助活動の体制強化】 
8.消防力の強化（再掲）、9.消防団の充実（再
掲）、10. 救急・救助活動等の体制強化 

【支援物資等の供給体制の確保】 
11. 災害応援の受入体制の構築（2-1 より再
掲）、12.救援物資等の受援体制の構築（2-1
より再掲） 

【防災意識の啓発・地域防災力の向上】 
13. 防災意識の啓発（再掲）、14. 防災訓練の
推進（再掲）、15. 自主防災組織の設立・活
性化支援（再掲）、16. 地区防災計画策定の
推進（再掲） 

 ※（再掲）： 1-1 より再掲 
 

リスクシナリオ 
 ２ ４ 救助・救急、医療活動のためのエネルギー供給の 期途絶 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 救助・救急、医療活動のためのエネルギー供給の 期途絶を防ぐため、緊急 両・病院に対する燃料供給の
確保、緊急輸送道路等の機能強化・老朽化対策、道路施設の防災対策の推進を図る。 
【緊急車両・災害拠点病院に対する燃料の確保】 

1.石油燃料供給の確保（2-1 より再掲）、2.緊
急車両等への燃料供給の確保、3.医療施設の
燃料等確保 

【道路施設の防災対策】 
4.緊急輸送道路の機能強化・老朽化対策（1-
1 より再掲）等 
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リスクシナリオ 
 ２ ５ 想定を超える 量かつ 期の帰宅困難者（県外からの来訪客等）への ・ 料等の 

供給不足 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 想定を超える 量かつ 期の帰宅困難者への水・食料等の供給が不足する事態を防ぐため、帰宅
困難者の避難・輸送体制の強化、支援物資等の供給体制の確保を図る。 
【帰宅困難者の避難体制の確保】 

1.観光客等に対する広域避難の強化 
【支援物資等の供給体制の確保】 

2.非常物資の備蓄（再掲），3.応急給水資機材
の整備（再掲），4.災害応援の受入体制の構
築（再掲），5.救援物資等の受援体制の構築
（再掲） 

【情報伝達の強化】 
6.外国人観光客等に対する防災情報提供体
制の強化（1-6 より再掲）、7.交通規制等の交
通情報提供（県） 

【帰宅困難者の輸送手段の確保】 
8. バスによる帰宅困難者の輸送（県） 

 ※（再掲）： 2-1 より再掲 
 

リスクシナリオ 
 ２ ６ 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶による医療機能の麻痺 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶等による医療機能の麻痺を防ぐため、
病院施設や社会福祉施設等の耐震化を推進、災害発生時における医療提供体制の構築や要配慮者へ
の支援体制の強化及び道路施設の防災対策の推進を図る。 
【病院・福祉施設等の耐震化】 

1.病院施設の耐震化（再掲）、2.社会福祉施設
等の耐震化（再掲） 

【災害発生時における医療提供体制の構築】 
3.災害時医療の連携体制、4.医療従事者確保
に係る連携体制（2-3 より再掲）、5. 保健医
療の連携体制（県）、6. 応急手当等の普及啓
発、7. 医療機関における水源の確保（県）、
8. 広域搬送の体制の確保（県）、9.お薬手帳
の利用啓発 

【防災ヘリコプターの運航の確保】 
10. 防災ヘリコプターの連携体制の確立（2-
2 より再掲） 

【避難者の健康対策】 
11.避難所外避難者の対策、12. 期間にわた
る避難生活対策 

【要配慮者等への支援】 
13.要配慮者等への支援、14.男女のニーズの
違いに配慮した支援、15.心のケア体制の確
保、16.児童生徒の心のサポート、17.外国人
観光客等に対する防災情報提供体制の強化
（1-6 より再掲）、18.動物救護対策 

【道路施設の防災対策】 
19.緊急輸送道路の機能強化・老朽化対策（再
掲）等 

 ※（再掲）： 1-1 より再掲 
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リスクシナリオ 
 ２ ７ 被災地における疫病・感染症等の大規模発生 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 被災地における疫病・感染症等の大規模発生を防ぐため、避難所における新型コロナ対策を含む
感染症対策、下水道施設の機能確保等を推進する。 
【感染症対策】 

1.避難所における衛生環境の維持、2.避難所
における新型コロナ対策、3.感染症への意識
向上及び対応策の整備、4.予防接種の促進 

【下水道施設の機能確保】 
5.下水道施設の耐震化・老朽化対策、6.農業
集落排水施設等の耐震化・老朽化対策、7.下
水道事業の業務継続計画の策定 
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目標３ 必要不可欠な行政機能と情報通信機能を確保すること 

リスクシナリオ 
 ３ １ 行政機関の職員・施設等の被災による行政機能の大幅な低下 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 行政機関の職員・施設等の被災による行政機能の大幅な低下を防ぐため、防災関連施設・公共施
設・インフラ施設等の耐震化・老朽化対策、庁舎等における機能の確保、行政情報通信基盤の耐災害
性の強化、行政機関の業務継続計画の策定や応援・受援体制の構築等を図る。 
【災害対応庁舎等における機能の確保】 

1.公共建築物・インフラ施設の耐震化・老朽
化対策（1-1 より再掲）、2.役場庁舎、消防本
部等の耐震化・老朽化対策（1-1 より再掲）、
3.代替庁舎の確保・災害警備本部機能の移転
訓練、4.行政施設の非常用電源の整備 

【行政情報通信基盤の耐災害性の強化】 
5.県・村防災関係機関における情報伝達（1-
3 より再掲）、6.行政情報通信基盤の耐災害
性の強化、7.行政情報の災害対策、8.業務継
続計画の策定 

【災害対策本部等機能の強化】 
9.災害対策本部機能の強化（2-3 より再掲） 

【受援・連携体制の構築】 
10.広域連携体制の構築、11.災害応援の受入
体制の構築（2-1 より再掲） 

【総合防災訓練の推進】 
12.総合防災訓練の実施（2-3 より再掲）、13.
図上訓練の実施（2-3 より再掲） 

 
 

リスクシナリオ 
 ３ ２ 電 供給停 等による情報通信の 痺・ 期停  
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 電 供給停 等による情報通信の 痺・ 期停 を防ぐため、情報通信基盤の耐災害性の強化や
電力の供給停止対策の整備等を図る。 
【情報通信基盤の耐災害性の強化】 
1.電気通信事業者・放送事業者の災害対策、2.県・
村・防災関係機関における情報伝達（1-3 より再
掲）、3.総合防災訓練の実施（2-3 より再掲） 

【電力の供給停止対策】 
4.エネルギー供給事業者の災害対策、5.行政施設
の非常用電源の整備（3-1 より再掲） 
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 第５章 強靱化の推進方針 

目標４ 経済活動を機能不全に陥らせないこと 

リスクシナリオ 
 ４ １ サプライチェーンの寸断等による経済活動の停滞 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 サプライチェーンの寸断等による経済活動の停滞を防ぐため、企業等における業務継続体制を強
化するとともに、物流機能の維持・確保等を図る。 
【企業における業務継続体制の強化】 

1.企業の業務継続計画作成の促進 
【農林水産物の移出・流通対策】 

2.農林水産物の移出・流通対策 
【物流機能の維持・確保】 

3.災害発生時の物流機能の確保、4.輸送ルー
トの代替性の確保 

【被災企業の金融支援】 
5.被災企業への金融支援等 

【道路施設の防災対策】 
6.緊急輸送道路の機能強化・老朽化対策（再
掲）等 

【港湾・漁港の防災対策】 
10.港湾・漁港施設の耐震化・老朽化対策（再
掲） 

 ※（再掲）： 1-1 より再掲 
 

リスクシナリオ 
 ４ ２ 社会経済活動、サプライチェーンの維持に必要なエネルギー供給の停止 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 社会経済活動、サプライチェーンの維持に必要なエネルギー供給の停止を防ぐため、電力・ガス
事業者との連携強化や石油燃料供給体制の構築、道路施設の防災対策の推進を図る。 
【エネルギー供給体制の強化】 

1.エネルギー供給事業者の災害対策（3-2 よ
り再掲）、2. 石油元売会社からの供給確保
（県）、3.石油燃料供給の確保（2-1 より再
掲） 

【企業における業務継続体制の強化】 
4.企業の業務継続計画作成の促進（4-1 より
再掲） 

【道路施設の防災対策】 
5.緊急輸送道路の機能強化・老朽化対策（1-
1 より再掲）等 
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リスクシナリオ 
 ４ ３ 基幹的交通ネットワーク（陸上・海上）の機能停止 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 基幹的交通ネットワークの機能停止を防ぐため、道路、港湾・漁港施設の防災対策の強化を図る。 
【道路施設の防災対策】 

1.緊急輸送道路の機能強化・老朽化対策（再
掲）等、5.幹線街路の整備（再掲） 
 

【港湾・漁港の防災対策】 
6.港湾・漁港施設の耐震化・老朽化対策（再
掲）、7.航路啓開等の協定に基づく連携体制
（県） 

 ※（再掲）： 1-1 より再掲 
 

リスクシナリオ 
 ４ ４ 食料等の安定供給の停滞 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 食料等の安定供給の停滞を防ぐため、食糧流通機能の維持・確保や地元食料品の生産・供給体制
の強化を推進する。 
【被災農林漁業者の金融支援】 

1.被災農林漁業者への金融支援 
【食糧流通機能の維持・確保】 

2.災害発生時における適正価格の維持（県） 

【県産食料品の生産・供給体制の強化】 
3.食料生産体制の強化（2-1 より再掲）、4.農
作物生産に必要な施設・機械等の整備対策、
5.多様なニーズに対応した県産品づくり、6.
県産食料品の供給を支える人づくり、7.食料
品製造業者の供給体制強化、8.農業・水産施
設の老朽化対策 
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目標５ 必要最低限のライフライン等を確保するとともに、これらの早
期復旧を図ること 

リスクシナリオ 
 ５ １ 電気・ 油・ガス等のエネルギー供給機能の 期停  
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 電気・ 油・ガス等のエネルギー供給機能の 期停 を防ぐため、エネルギー供給事業者の災害
対策や石油製品の安定供給体制の構築を推進するとともに、再生可能エネルギーの導入促進等を図
る。 
【エネルギー供給体制の強化】 

1.エネルギー供給事業者の災害対策（3-2 よ
り再掲）、2.避難所等への燃料供給の確保（2-
1 より再掲）、3.企業の業務継続計画作成の
促進（4-1 より再掲）、4.石油燃料供給の確保
（2-1 より再掲） 

【再生可能エネルギーの導入促進】 
5.再生可能エネルギーの導入、6.電力系統の
接続制約等の改善（県） 

【道路施設の防災対策】 
7.緊急輸送道路の機能強化・老朽化対策（1-
1 より再掲）等 

 
 

リスクシナリオ 
 ５ ２ 上 道等の 期間にわたる機能停  
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 上 道等の 期間にわたる機能停 を防ぐため、 道施設等の耐震化・ 朽化対策や、応急復旧・
給水体制の整備等を図る。 
【水道施設の防災対策】 

1.水道施設の耐震化・老朽化対策（2-1 より
再掲）、2.水道施設の応急対策（2-1 より再
掲）、3.水道事業者の業務継続計画の策定 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 32 - 

 東通村国土強靭化地域計画 

 
リスクシナリオ 
 ５ ３ 汚 処理施設等の 期間にわたる機能停  
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 汚 処理施設等の 期間にわたる機能停 を防ぐため、下 道施設や農業・漁業集落排水施設等
の耐震化・老朽化対策の推進や、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換の促進を図る。 
【下水道施設の機能確保】 

1.下水道施設の耐震化・老朽化対策（2-7 よ
り再掲）、2.下水道事業の業務継続計画の策
定（2-7 より再掲）、3.農業・漁業集落排水施
設等の耐震化・老朽化対策（2-7 より再掲）、
4.農業・漁業集落排水施設等の耐災害性の確
保、5.避難所等におけるトイレ機能の確保 

【合併処理浄化槽への転換の促進】 
6.合併処理浄化槽への転換の促進 

 
 

リスクシナリオ 
 ５ ４ 地域交通ネットワークが分断する事態 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 地域交通ネットワークが分断する事態を防ぐため、道路施設の防災対策を推進するとともに、バ
ス路線等の維持を図る。 
【道路施設の防災対策】 

1.緊急輸送道路の機能強化・老朽化対策（1-
1 より再掲）等 

【公共交通・広域交通の機能確保】 
5.災害時における公共交通の安定供給の確
保、6.地域公共交通の確保 

【路線バスの運行体制】 
7. 路線バスの運行体制の維持（県） 
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目標６ 重大な二次災害を発生させないこと 

リスクシナリオ 
 ６ １ ため池、防災施設、天然ダム等の損壊・機能不全による二次災害の発生 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 ため池、防災施設、天然ダム等の損壊・機能不全による二次災害の発生を防ぐため、防災施設等の
老朽化対策等を推進するとともに、ため池ハザードマップの作成による危険地区の周知や防災意識
の醸成を図る。 
【ため池、ダム等の防災対策】 

1.ため池・調整池施設の耐震化・老朽化対策
（1-1 より再掲）、2.ため池・調整池の防災対
策（1-3 より再掲）、3.ため池ハザードマップ
の作成 

【防災施設の機能維持】 
4.砂防関係施設の整備（県）（1-4 より再掲）、
5.砂防関係施設の老朽化対策（県）（1-4 より
再掲）、6.農山村地域における防災対策（1-4
より再掲）、7.河道閉塞等による住 避難の
ための情報提供 

 
 

リスクシナリオ 
 ６ ２ 有害物質の大規模流出・拡散 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 有害物質の大規模流出・拡散による二次災害の発生を防ぐため、有害物質取扱事業所等に対する
監視・検査指導等を通じた流出・拡散防止対策の推進を図る。 
【有害物質の流出・拡散防止対策】 

1.有害物質の流出・拡散防止対策、2. 公共用
水域等への有害物質の流出・拡散防止対策
（県）、3. 有害な産業廃棄物の流出等防止対
策（県）、4.大気中への有害物質の飛散防止
対策 

【有害物質流出時の処理体制の構築】 
5.有害物質流出時の処理体制の構築、6.有害
物質の大規模流出・拡散対応 
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リスクシナリオ 
 ６ ３ 原子力施設からの放射性物質の放出 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 原子力施設からの放射性物質の放出による二次災害の発生を防ぐため、国・事業者が責任をもっ
て施設の安全性確保に取り組むことはもとより、村としてもさらなる安全性確保について求めてい
く。 
 また、万が一の原子力災害の発生に備え、地域防災計画（原子力編）、避難計画等の見直し、防災
訓練の実施など、防災対策の充実・強化を図る。 
 上記の対応について、村議会、東通村原  発電所安全対策委員会等の意 を踏まえつつ、住 
へ安全・安心の確保を図る。 
【放射性物質の放出による被爆防止対策】 

1.原子力施設の安全対策、2.原子力災害時の防災対策 
 
 

リスクシナリオ 
 ６ ４ 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 農地・森林等の荒廃による被害の拡大を防ぐため、荒廃農地の発生防止・利用促進や森林資源の
適切な保全管理を推進するとともに、砂防・治山施設等の老朽化対策等を実施する。 
【荒廃農地の発生防止・利用促進】 

1.農地利用の最適化支援、2.農地の生産基盤
の整備推進、3.農作物生産に必要な施設・機
械等の整備対策（4-4 より再掲） 

【森林資源の適切な保全管理】 
4.森林の計画的な保全管理、5.森林整備事業
等の森林所有者への普及啓発 

 

【農山村地域における防災対策】 
6.農山村地域における防災対策（1-4 より再
掲） 

【農林水産業の生産基盤の防災対策】 
7.農業・水産施設の老朽化対策（4-4 より再
掲） 

 
 

リスクシナリオ 
 ６ ５ 風評被害等による地域経済等への甚大な影響 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 風評被害等による地域経済等への甚大な影響の発生を防ぐため、平時より県産品に関する正確な
情報を発信する体制の整備や、物流関係者との信頼関係の構築等を図る。 
【風評被害の発生防止】 

1.正確な情報発信による風評被害の防止、2.安全・安心な生産・流通システムの構築、3.風評被
害の軽減対策 



 

- 35 - 

 第５章 強靱化の推進方針 

目標７ 地域社会・経済が迅速に再建・回復できる条件を整備すること 

リスクシナリオ 
 ７ １ 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態を防ぐため、災害廃棄物処理
計画の策定や、関係機関・団体との連携強化等による処理体制の構築を図る。 

【災害廃棄物の処理体制の構築】 
1.災害廃棄物処理計画の策定、2.災害廃棄物等の処理に関する連携の強化、3.家庭系災害廃棄物の収
集・運搬対策、4.農林水産業に係る災害廃棄物等の処理に関する連携の強化、5.大気中への有害物質
の飛散防止対策（6-2 より再掲） 

 
 

リスクシナリオ 
 ７ ２ 道路啓開等の復旧・復興を担う人材等の不足により復旧・復興が大幅に遅れる事態 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 道路啓開等の復旧・復興を担う人材等の不足により復旧・復興が大幅に遅れる事態を防ぐため、
受援・連携体制の構築を図るとともに、建設業・農林水産業の担い手の育成・確保や産業を支える人
材の育成等を図る。 
【防災ボランティア受入体制の構築】 

1.防災ボランティア受入体制の構築、2.防災
ボランティアの育成 

【技術職員等の確保】 
3. 復旧作業等に係る技術者等の確保（2-2 よ
り再掲）（県）、4.災害応援の受入体制の構築
（2-1 より再掲）、5. 建設業の担い手の育成・
確保（県） 

【農林水産業の担い手の育成・確保】 
6.農業の担い手育成・確保、7.林業の担い手
育成・確保 

【人材育成を通じた産業の体質強化】 
8.水産業の担い手育成・確保 

【キャリア教育等の推進】 
9. キャリア教育等の推進 

【地域防災力の向上】 
10.自主防災組織の設立・活性化支援（1-1 よ
り再掲）、11.消防力の強化（1-1 より再掲）、
12.消防団の充実（1-1 より再掲） 

【防災人材育成】 
13.被害認定調査等の体制確保（県） 
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リスクシナリオ 
 ７ ３ 地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が大幅に遅れる事態 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が大幅に遅れる事態を防ぐため、応急
仮設住宅を迅速に供給する体制を確保するとともに、地域コミュニティ・農山漁村の活性化や消防
団の充実等を図る。 
【応急仮設住宅の確保等】 

1.応急仮設住宅の迅速な供給 
【地域コミュニティ力の強化】 

2.地域防災力の向上・コミュニティ再生、3.
地域コミュニティ力の強化、4.農山漁村の活
性化、5.地域コミュニティを牽引する人材の
育成、6.地域を支えるリーダーの育成（県）、
7.消防団の充実（1-1 より再掲） 

 
 

リスクシナリオ 
 ７ ４ 幹線道路等の基幹インフラの損壊により復旧・復興が大幅に遅れる事態 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 幹線道路等の基幹インフラの損壊により復旧・復興が大幅に遅れる事態を防ぐため、道路施設の
防災対策、代替交通手段の確保等の整備を推進する。 
【道路施設の防災対策】 

1.緊急輸送道路の機能強化・老朽化対策（1-
1 より再掲）等 
 

【代替交通・輸送手段の確保】 
5.代替交通手段の確保（1-5 より再掲）、6.代
替輸送手段の確保（2-2 より再掲） 

【物流機能の維持・確保】 
7.輸送ルートの代替性の確保（4-1 より再掲） 

 
 
 
２ 重点項目 

 限られた資源・財源の中で、国土強靱化の取組を効率的・効果的に推進するためには、優先

度の高い施策・事業に重点化を図る必要がある。 

 本計画では、人命保護に直接関わる施策・事業を中心に、他のリスクシナリオへの影響や効

果、緊急性、自助・共助の推進といった観点から優先度を総合的に判断し、重点項目を選定し

た。 

 なお、重点項目は、別紙「附属資料」にとりまとめている。 
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第６章 計画の推進                        
 
１ 計画の推進 

 国土強靱化の推進に当たっては、行政の取組だけでなく、住民・事業者と連携した取組が必

要であり、地域社会が一丸となって取り組んでいく必要がある。 

 平時から様々な取組を通じた関係構築を進めていくとともに、効果的な施策・事業の実施に

努めていく。 

 
２ 計画の進捗管理 

 本計画に基づく取組を確実に推進するために、①Plan ②Do ③Check ④Action の流れ

を基本としたＰＤＣＡサイクルにより関連施策・事業の進捗状況を毎年把握し、計画全体の見

直し・改善を図っていくものとする。 

 また、関連施策・事業の進捗状況や各種取組結果などを踏まえ、見直しや改善、必要となる

予算の確保などを行いながら進めていく。さらに、本村だけでは対応できない事項については、

国・県・関係機関などへの働きかけや連携を通じ、施策・事業の推進を図っていく。 

 
３ 計画の見直し 

 本計画については、今後の社会情勢の大きな変化や考慮すべき自然災害リスクの変化、国や

県などの強靱化に関する施策の取組状況、計画の進捗状況などを考慮しつつ、計画期間中であ

っても必要に応じて見直しを行うものとする。 

 なお、本計画は、他の分野別計画における国土強靱化に関する指針として位置付けているも

のであることから、国土強靱化に関係する他の計画については、それぞれの計画の見直しや改

定等の時期に合わせて必要となる検討を行い、本計画との整合を図るものとする。 
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